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認定特定非営利活動法人日本ハビタット協会

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、当協会は、昨年度に引き続き、活動、財源等の面で

大きな制約を受けたが、「持続可能な開発目標」の目標達成に向けての取り組みを着実に推進すること

ができた。

広報事業では、当協会は、2021年 3月 に設立 20周年を迎えることができたが、これを機に、設

立 20年にわたる歩みを記録するとともに、これまでご支援ご協力いただいたみなさまと今後の展望

について共有することを目的として、「20周年記念誌」を発行した。このほか、オンラインツールを

活用 したオンライン報告会を定期的に開催するとともに、SNSでの情報発信、ライプ配信等を通

じて当協会の活動を広報した。

国際協力事業では、2019年 8月 からケニアにおいて ЛCA草の根技術協力事業として衛生環境

改善によるまちづくり事業『スマイル トイレプロジェクト」を実施しているが、事業効果が着実に

表れ、これまで実施してきた 34村においては 95%の家庭にトイレが普及した。これを受けて、2021

年 12月 から新たlこ 14村を対象 lこ追加して事業を推進し、現在多くの家庭tの トイレ建設が進んで

いる。さらに、ケニアにおいて深刻となっている水問題の解決に向け、現地協力団体をはじめ、日

本国内の企業や団体と意見交換を行い、現地に適したコミュニティベースでの水供給システムの構

築事業の実現を目指して、準備を進めた。

ラオスでは、これまで取り組んできた環境教育プログラム開発と環境教育授業のより広い地域で

の定着を目指し、実施規模を拡大した。また、新型コロナウイルス感染症による経済停滞により影

響を受けた農家の所得向上を目指し、環境にやさしい農業技術指導を行った。

国内では、復興の桑プロジェクトが開始から 10年を迎えるのを機に、現地による将来的な運営

を日指し、桑チョコレー トの商品見直 しや販路聞拓等により持続的な事業べ向けた取り組みを実施

した。

1。 事業の成果

A

週 L
新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、オンラインを中心とした広報活動を積極的に行

った。当協会が実施している事業の紹介と合せて、当協会の使命及びビジョンを広報することキこよ

り、当協会が目指す持続可能な社会への理解と関心が高まるよう努めた。

● 20周年記念誌の発行

昨年 3月 16日 に当協会は設立 20周年を迎えたが、これを機に、20年

にわたる当協会の歩みを振り返るとともに、これまでご支援ご協刀いただ

いたみなさまと今後の黒累について共有することを目的として、「20周年認

念誌」を発行した。編集委員会を立ち上げ、企画立案から編集まで綿密な

協議を重ねるとともに、過去の資料や刊行物、フロッピーディスク等を丹

(20周年記念誌を発行)



念に調べながら事実確認する等の作業を行った。また、20年間の事実の記述とともに、多くの写

真を掲載することにより、見やすく、親しみのある記念誌となるよう工夫した。2022年 3月 16

日に完成し、会員をはじめこれまでご支援いただいた多くの皆さまに配布することができた。

● オンライン報告会の開催

Zoomを活用したオンライン報告会を定期的に開催した。当協会

が実施する各事業を報告しながら、国連ハビタットが目指す住民

主体のまちづくりの重要性について広報した。事業の活動動画を

多く取り人れることで参加者の事業への理解と関心を深めた。

(5回 82名 )

●大学等で国連ハピタット及び当協会の活動を広報

新型コロナウイルス感染症の影響により、教育機関ではオンラインによる外部講師の講演を

積極的に受け入れるようになったため、当協会も積極的に教育機関における講演を行 うことと

し、次のとおり、高校と大学等において、職員がオンラインや対面による講義を行った。

(7回 298名 )

0ハビタットや国際協力等への理解を深めるためのワークショップ

例年、毎月 2回、ボランティアデーを設け、千代田ボランティアセンターにおいて、空港募

金箱に寄せられた外貨コインを国別に仕分けするワークショップを開催している。今年度は、

新型コロナウイルス感染症の影響により、事務所においての少人数での開催となったが、千代

田区在住や近郊のポランティアの皆さまによつて外貨コインの仕分けが行われ、当協会事業の

貴重な財源として活用された。 (ボ ランティアデー :11回 )

●目瞭協カイベント等におけるスマイル トイレゲームの開催

当協会がケニアで実施している「スマイル トイレプロジェクト」への理解と関心を高めるた

め、事業体験すごろくゲーム Fス マイルトイレゲーム」をイベントや教育機関で開催している

が、今年度は、2021年 10月 12日 に札幌市立大通高校において開催した。

● 当協会ホームページによる広報

昨年度、ホームページの大幅なリニューアルを行ったが、今年度は、より多くの人からアク

セスしてもらえるよう、SNSか らHPへのアクゼスを促進するため、Googleア プリディグス

を活用し、定期的に閲覧動向を分析した。当協会の活動に関心を持って下さった皆さんにファ

ンドレイジング (Fundm�ng:寄付・募金等による資金獲得)やボランティア活動に参加し

ていただけるよう、アップデー トを継続していく。(ホームページアクセス数 :月 平均 500件 )

● SNS(F●
“

lbooと、■耐前田)による広報

SNSを活用した情報発信を促進し、当協会公式Fa∞book及びЪ由れrで毎日1回の情報発

信を行った。スマイル トイレプロジェクトについては、ЛCA東京センターと協働し、ЛCA東

京センター公式Faceb“kベージやホームベージに約半年間にわたり記事が掲載された。

さらに、ハワイ在住の をはじめ理事の方々に広報の

ご協力をいただき、新規フォロワー獲得だけでなく、より幅広

い層の方々に情報を届けることができた。 (公式 Fa∞b∞kペー

ジ蘭覧数 :平均

“

件、フォロワー数 204名 )

また、昨年度より開始した Facebokラ イブ配信を経続すると

ともに、職員のケニア渡航に合わせて現地から中継配信も行っ

(オンライン報告会の様子)

(クニアからの Fa∞bokラ イブ)



た。11月 19日 の「世界 トイレの日」の啓発活動キャンペーンの様子を中継したところ、多く

の人に視聴していただき、当協会の現地での活動の理解につながった。

● ニュースレター等の作成及び配布等

当協会の支援事業や各活動に関する情報を広報するため、会報「まちづくり通信」を2回発

行した。会報においても、20年にわたる当協会の足跡を伝えるとともに、当協会が現在実施し

ているプロジェクトの紹介や当協会のビジョンの広報を行った。この他、外貨や書き損じはが

きなどの現物寄付を呼び掛けるチラシや桑チョコレー トの販売告知チラシ等を配布した。

(ま ちづくり通信発行月 :7月 、1月 /発行部数 :各 600部 )

B.

●ケニアにおける衛生環境改善によるまちづくり事業 (SD(h目 標 6:すべての人々に水と衛生

へのアクセスと持続可能な管理を確保する)

持続可能な開発日標 (SD03)の第 6の 目標に「安全な水とトイレを世界中に」が掲げられて

いる。当協会は、 トイレは、SDGsに掲げられている他の目標である「貧困の削減」 (SDG8

日標 1:貧困をなくそう)、
「全ての人の健康」(SDGs目 標 3:すべての人に健康と福祉を)、 「教

育機会の提供」(SDG8日 標 4:質の高い教育をみんなに)、
「ジェンダー平等」(SDG8:日標 5:

ジェンダー平等を実現しよう)にもつながる「まちづくりの特効薬」であると考え、2016年

からケニア西部のホーマベイ県カボンド地区において、 トイレ建設による衛生環境改善事業

「スマイル トイレプロジェクト」を開始し、2019年 8月 からは ЛCA草の根技術協力事業と

して実施している。

(事業の内容)

ケニアの多くの農村地域においては、 トイレがないため野外排泄をするか、屋根や壁もなく

足場の不安定な穴掘り式 トイレを使わざる得ない状況にある。本プロジェクトでは、タニア西

部のホーマベイ県カボンド地区において、人々が安心して継続 して使用できるトイレの建設と

手洗い場の設置を推進し、野外排泄の根絶と不衛生な環境に起国する感染症を予防することに

より、貧困の改善とコミュニティの発展を促している。

具体的な活動としては、住民の衛生意識の変革を促すワーク

ショップの開催、適切なトイレと手洗い場の建設の技術指導、

貧国家庭を対象にした所得向上のための農業技術指導を行って

いる。2019年度は 19村 1,297世帯、2020年度は 15村 1,625

世帯を対象とし、2021年度においては 14村 1,265世帯を対象

に事業を実施した。

(事業の効果)

2019年度および 2020年度に実施した村では、 トイレの普及率は、事業開始前では約 60%

だったものが、2021年 11月 時点では以下のよう.lこ著しく改善し、大きな効果があった。
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2021年 12月 から事業を開始したコドゥモ・ ウエス ト・コミュニティの 14村において、各

世帯を対象にしたアンケー トによる衛生状況調査を実施したところ、以下のような劣悪な衛生

環境が明らかになった。

= i t=V 14t 村数 世帯数

コドゥモ・ウエスト 28

このため、2022年に、衛生意識を高めるためのワークショップを各村で開催するとともに、

トイレ建設技術指導を行ったところ、トイレがなかった家庭において住民自身の手によリトイ

レ建設が進んでいる。

(啓発活動)

ホーマベイ県における本事業の認知度を高め、より多くの住

民の参加を促すため、「世界手洗いの日」と「世界 トイレの日」

に合わせて、県および地区保健省、各村の衛生委員 (Communiサ

Hedth lk)hnteer)と 協力して、感染予防対策を講じながら、

啓発キャンペーン活動を行ったところ、多くの住民の参加があ

トイレ普及率

(%)

手洗い場普及率

(%)

(世界手洗いの日の啓発活動)

った。

衛生委員によるトイレの重要性を伝える劇や歌等を通して、参加者の衛生環境への意識向上

につながったが、住民の意識変革を促す上で、現地の人の声で訴えかけていくことが非常に効

果的であることを再確認した。

●ケニアにおけるコミュニティベースの給水システム構槃に向けでの1準僣

スマイル トイレプロジェクトの対象地域では、多くの家庭でトイ

レ建設が進んだ一方で、手洗い場の普及が遅れているが、これには

農村部における水問題が大きく関わっている。この事業対象地域で

は水道インフラが整っていないため、川や池、雨水に頼るしかない

が、熱帯地域特有の乾季の間、水の入手が困難である。これはケ■

アのみではなく、熱帯や亜熱帯地域に共通する緊急に解決を要する
(女性にとつて水汲みは重労働 )

課題である。

このような考えから、ケニアの農村地域における深刻な水問題を解決するため、現存する水資源

の「効率的な確保」及び「効果的な利用」を図り、1現地に適した、ローコストかつ波及性の高いコ

ミュニティベースの給水システムの構築を目指し、国内の水関連企業・団体との協議を行い、事業

の企画立案を行った。

● ラオスにおける環境保全事業 (肛渇ロロ標 118住み続けられるまちづくりを、日標 15:陸の

豊かさを守ろう)

一 暮らしを守る植林事業 一

当協会は、2010年から2011年にかけて、国連ハビタットのメコン川流域の給水・衛生設備建

設プロジェクトに協力し、ラオスのルアンパバン県において給水及び衛生設備を建設した。

その後、水を安定して供給していくためには、源泉保全が最重要課題であることが明らかと

なったため、2012年 4月 から2017年 3月 まで、同県において植林による環境保全事業を実施

し、162426haに 63ユ12本を植林した。

一 環境教育事業 一



植林事業では、中学生を対象に環境意識を高めるワークショップを開催 したが、この結果、

中学校における環境保全の取り組みが周辺の村へ効果的に波及することが明らかとなった。こ

のため、ルアンパバン県内のより広い地域での環境保全活動の効果的な実施を目指し、2018年

4月 から、県内の中学校において環境教育授業と環境保全活動の実践を行 う環境教育事業を開始

した。この事業では、農業大学と協力しながら、中学校 2校を対象として、環境教育プログラ

ムの開発と定期的な環境教育授業を行 うとともに、植林やゴミ分別などの環境保全活動を実践

した。それにより、各校において毎年 100本の苗木が学校及び周辺の村に植林され、さらに、

ゴミ分別活動により200kgの リサイクルゴミが回収されるようになった。

さらに、2021年 4月 からは、事業をルアンパバン県全地区へ拡大することを目指し、ルア

ンパバン県内の 12地区のうち4地区の主要中学校 6校を対象に環境教育事業を実施した。

各中学校において 4～ 6年生を対象に、過去に開発した教材を活用しながら、合計で生徒 520名 、

教員 12名 を対象に、環境教育授業を実施した。

対象者 講義内容

4年生 森林保全 (植林、播種、果樹の増殖技術方法の習得)

5年生 ゴミ問題 (ごみ分別、リサイクル方法の習得)

6年生 環境にやさしい農業 (有機農法の習得)

環境教育授業において環境意識を高めつつ、生徒が主体とな

って、農業大学をはじめ教育局、天然資源環境局と協力して、

植林、ゴミ分別、有機農業活動などの環境保全活動を実践した

ところ、自然環境の改善効果とともに、これらの活動を通して、

年間、中学校で 150ドル、農業大学で 450ドルの収入が得られ

た。これを活用し、中学校において環境保全活動を継続的に行
(中学校による植林活動)

っていくことが可能となった。

本事業の目標の 1つは、各中学校がラオスで推奨されている「グリーンスクール」の認証を

受けることにあるが、6校中 2校は、既に 2021年 5月 にグリーンスクールとしての認証を受

けており、その他 4校についても2022年 5月 以降に認証が受けられる見込みである。

● 新型コロナウイルス感染症支援事業

当協会が事業を実施しているラオスとケニアにおいても、市中感染による新型コロナ感染者

が急激に増加 し、政府による移動制限等により人と物の流れが抑制され、地方経済が大きな影

響を受けた。これらの地域では、もともと貧困世帯が多く、所得向上への支援が求められてい

たこともあり、2021年 3月 に実施したマンスリーサポーターキャンペーンで寄せられたマン

スリーサポーターの寄付を活用して、住民への農業薫援を実施した。

―ラオスにおける農業窯撮
ルアンパバーン県の隣にあるセニャブリー県サイサタン地区

の 50世帯を対象に農業技術指導を実施した。当初は果樹の増殖

技術指導のみを予定していたが、2021年 6月 にせニヤプリー県

で大雨による洪水が発生し、農作物に大きな被害が出たため、

野菜栽培も対象に加え支援することにした。セニヤプリー県農

業局と協力して、適切な農業技術指導を行ったことにより、 ト

レーニングを受けた村人達の手により着実な農業が行われてい

・

(農業局の果樹増殖技術指導)



る。

一 ケニアにおける農業支援

ホーマベイ県カポンド地区の 3つの村から貧困度合いが高い 10世帯をそれぞれ選び、計 30

世帯に対してバナナ栽培と果樹増殖技術指導を行った。ケニアでは 4月 から雨季となるため、

3月 に集中して トレーニングを行い、その後フォローアップ活動を継続している。バナナは早

くて 3ヶ 月ほどで実がなり、また増殖技術を身に付けさえすれば、新たにコス トをかけること

なく本数を増やすことができるため、安定した所得向上が見込まれている。

● 日違ハビタットの活動の円滑化に対する協力

国連ハビタット福岡本部は、アジア太平洋地域 42ヵ 国において、居住環境改善事業を推進

している。

同本部では、2021年度は、ヤンゴン市における廃棄物処理緊急改善計画をはじめ、 ミャン

マーの新型コロナウイルス対策支援事業、フィリピンにおける海洋プラスチックごみを減らす

支援、ラオスの水害被災地域における住宅セクターの復旧・復興支援等を実施した。国内にお

いては、2021年 10月 26日 ～27日 に福岡市との共催による「第 13回アジ太平洋都市サミッ

ト特別編」の開催等の福岡を中心としたイベントやワークショップを実施した。

例年開催している国連ハビタット福岡本部協力委員会総会は、新型コロナウイルス感染症予

防の観点から書面での開催となった。2022年 2月 、同委員会を通じ、国連ハビタット福岡本

部に 50万円の支援を行った。

●居住環境改善事業のための募金活動

全国の主要な空港や港において、空港ビル管理会社等のご協力をいただき募金箱を設置し、

国連ハビタットや当協会の活動への支援を呼びかけている。募金回収作業は、各地のハビタッ

トフレンズの全面的なご協力をいただき行っている。空港募金箱に寄せられる寄付は、当協会

の主要な財源の一つとなつているが、新型コロナ感染症の拡大に伴 う航空旅客の著しい減少に

より、依然として厳しい現状にある。

このような状況を踏まえ、ファンドレイジング (Fundraising:寄 付・ 募金等による資金獲

得)1こ積極的に取 り組み、他団体では受け付けていない外国硬貨および紙幣による寄付の呼び

かけを強化したところ、これまでより多くの外貨が寄せられるようになった。また、使わなく

なったブランド品による寄付受付けも新たに開始した。今後とも、当協会の特色である外貨寄

付などを強くアピールしていく。

C.艶 1型|≧1塵1饉|』1堕1盤1墨IL,饉 1曼1豊豊 1団ILIL憂IKI四1囲_

●東日本大震災被災地のコミュニティ強化事業『復興の桑プロジェタト」―津波で疲弊した農業

とコミュニティの再生―

2012年 5月 より、東日本大震災により疲弊した農業とコミュニティの再活性化を目指す「復

興の桑プロジェク ト」を開始し、桑の葉を粉末加工化した桑の葉パウダー茶と桑パウダーを使

ったチョコレー ト 昭UWA CHOCO」 を製造・販売している。

事業開始から10年を迎えるのを機に、将来的な事業の現地による運営を目指しつつ、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により減少した販売の安定化を図るため、商品リニューアルを行っ

たところ、桑や養蚕関連企業から新たな注文を受けることができた。また、昨年に引き続き、

これまで販売にご協力いただいてきた秋田県能代市のナッツ 1ドライフルーツ店「木能実」と



のコラボ商品「KUWA CHOCO Nuts」 を期間限定で販売した。

● 宮城県内のこどもの自立支曇

復興の桑プロジェクトを通して、宮城県内の子ども、特に親のケアを受けられない子ども達

に対する自立支援を、宮城県内の子どもの支援を行っている「こどもの夢ネットワーク」と協

力して行っている。児童福祉施設で暮らす高校生や障害を抱える若者にKUWA CHOCOの商

品ラッピング作業等に従事してもらうことで、雇用の創出とともに、社会経験を積み、社会と

触れ合 う良い機会を提供している。2021年度は、高校生ら 8名が参加したが、新型コロナの

感染拡大の影響によリアルバイ ト先が乏しくなる中、こども達にとつて貴重な機会となった.

D.測理塑整
● 組 織 基 盤 強 化 事 業

2020年 に団体運営・活動の指針となる当協会の「MⅥと Mbsion(使命)、 Vbion(ビ ジョ

ン)、 Vahe(バ リュー)」 を定め、2021年度はオンライン報告会や HP、 SNS等を通してこれ

を積極的に広報した。

当協会の使命及びビジョンをしっかりと日本全国に伝えていくため、広報及び組織基盤のさ

らなる強化を進めた。具体的には、Pan田。コ鵬 の組織基盤強化助成金を活用して、当協会の寄

付者、支援者等の分析を進めるとともに、寄付者データベースの情報整理を行った。さらに専

門家と協議しながら、広報活動における課題を洗い出し、今後導入すべき広報ツールや広報戦

略の策定を行った。2022年 4月 からは広報資材の開発や当協会 HPの改修を行っていく。

2.事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

事業名 事 業 内 容
実 施

日 時

実 施

場 所

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び

人   数

事業費
の

金額

(千円)

国連人間居住

計画

(ハ ビタット)

の活動及 び防

災に関 しての

広報事業

(定款第 5条第

1項(Dの事菊

20周年記念誌の編集・発行 4月 ‐3月 事務局 13.人
会員ノ支援者

60Ю 人
388

自主開催による広報イベン ト等におけ

る広報 (オンライン報告会等)

4月 3日 、

他 4回
全国

(オンライカ
2人

国際協力に関心の

ある一般市民

60人
356

講演会等での国連ハビタット及び

当協会の活動の広報

4月 30日 、

他 6回
大学7高校

等
2人

国際協力に関心の

ある学生ノー般市民

500人

77

ハビタットや国際協力等への理解を深

めるためのワークショツプ

(外貨コイン仕分け、すごろくグ囁)

Webツールを活用した広報活動

(ホームページ、SNS等 )

10月 12日 、

他 11回

札幌市′

事務局
4人

国際協力に関心の

ある学生ハ'ラ″ィア

30人

3人
国際協力に関心の

ある一般市民

400メ、′月

“

748通年 事務局

定期購読物等の作成及び配布

(ニュールト、その他広報チ″)

7月 、

他 3回
事務局 5人

会員′一般市民

1,0∞ 人
687

開発 途上国の

居 住環境保全

及び改善事業

(定款第5条第 1

項(Dの事業)

ケニアにおける衛生環境改善事業

(ス マイル トイレプロジェク トノJICA
受託事業)

通年 ケニア

ケニア

事務局

5人 ～
マヘ・イ県カボンド地区

2,9∞ 世帯
6,661

ケニアにおける給水事業

(パイロット事業)

11月 ‐3月 5人 ホ誓へ・イ肺 ボンド地区 67



ラオスにおける環境保全事業 通年 フオス 4人
″ンハ

°ハ・ン県内中学校

6校の生御教職員
530人

2295

新型コロナウイルス感染症関連事業

(農業支援によるコミ多ティ活性化事業)
通年

ケニア、

ラオス
2人

ケ=ア・ホマヘ・イ県及び

ラオス・セニャフ・リー県

80世帯

684

国連ハビタットの活動の円滑化に対す

る協力事業
2月 福岡 2人

国連ハビタット

福岡本部の実施事業
500

居住環境改善事業のための募金活動
(募金箱設置、募金Ⅲンヘ・―ン等)

通年
空港、

店舗等
15人 各事業受益者 860

居住環境改善事業の円滑な実施及び効

果的な広報活動のための組織基盤強化
1月 ‐3月 事務局 10人 日本戒リット協会 282

国内外の災害

復興支援事業

G冒訳第5条第 1

項(3)の事業)

東日本大震災被災地コミュ野ィ強化事業

(復興の桑プロジェクト)

通年 富城 6人
官城県内の

児童福祉施設関係者

5人
1,445

子ども自立支援事業 通年 宮城 6人
宮城県内の学校・

児童福祉施設

子ども 20人
310

(2)その他の事業

今年度はその他の事業は実施しておりません。



書式第 13号 (法第 28条関係)

2021年度 活動計算書

2021年 4月 1日 か ら 2022年 3月 31日 まで

日本ノ`ビタット協会
単位 :円

科
□日 金 □

342,000

2,617,680
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2,124,272
51,980

△ 640.352

15。 784.464

15.144.112

1 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費

2 受取寄附金
受取寄附金

3 受取助成金等

4

受取助成金
受取補助金
事業収益
広報事業
開発途上国の居住環境保全及び改善事業
開発途上国の居住環境保全及び改善事業 (受託事業)

国内外の災害復興支援事業
5 その他収益

受取利息

経常収益計

経常費用
1 事業費

(1)人件費
給料手当

人件費計

(2)そ の他経費
事業費
広報事業費
開発途上国の居住環境保全 。改善事業費
国内外の災害復興支援事業費

業務委託費
旅費交通費
通信運搬費
荷造運賃発送費
印刷製本費
消耗品費
什器備品費
支払手数料
雑費

その他経費計

事業費計

2 管理費
(1)人件費

給料手当
法定福利費
福利厚生費

人件費計

(2)そ の他経費
旅費交通費
出張費
通信運搬費
消耗品費
活動費
保険料

費熱
賃

費
光
家

議
道
代

会
水
地

慶弔費
租税公課
交際費
支払手数料
雑費
その他経費計

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

してお り せん。



書式第 15号 (法第 28条関係)

2021年度

2022年

貸借対照表

3月  31日 現在

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

(単位 :円 )

科
ロ
ロ 金 額

I 資産の部

1 流動資産

現金

普通預金

郵便振替

棚卸資産

貯蔵品

未収金

仮払金

保証金

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

無形固定資産

電話加人権

無形固定資産計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金

預り金

仮受金

流 動 負 債 合 計

負 債 合 計

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

136,063

9,060,813

2,392,621

640,872

28,892

4,777,786

657,000

240,000

17,934,047

375

15 1 112

76,440

440

2, 375

76,440

907,813

100,162

1,858,400

15,784,464

△  640,352

18。 010,487
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書式第 16号 (法第28条関係)

2021年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日 
“

17年 12月 12日 最終改正 NЮ法人会計基準協議会)によっています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別による原価法を採用しています。
(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2.事業別損益の状況

国内外の災害
復興支援事業

前3号の他第4条
の活動を実菫す
るために必要な

事業

事業部門計 管理部門 合計科 目 広報事業
開発途上国の

居住環境保全
及び改善事業

462,000 462.000

6,123,341 76,863 6,20C)=204605,014 4,864,090 6549237 0

1,6(Ю,000 4,217,680 4,217=68030,000 2,587,680

1,440,039 1,440,0391213019 570,000 749,020

8,243,7988,243,290 5088,243,290

3,003,257 20,024,350 539,371 20,563,721756,033 16,265,060

4,759,036 2,124,272 6,883,3081,250,821 2,519,316 979,899

51,98051,980

1,081,134 1,081,134

4,759,036 3,257,386 8,016,4222,519,316 979,8991,259,821

9,194,426652,404 9,194,426599,695 7,942,327

134,220134,220134,220

287,948 431,465 719,413281,908 9465,094

4,0004,000

389,834 198,990 588,824118,789 4,190266,855

24,30224,302 24,302

174,284 174,284141,014 6,620 26,650

228,529 287,81959,180 59,290110

22,176 22,17622,176

64,950 64,950

13,136 13,136

17,00017,000

69,022 69,022

1,440,0001,440,000

8,250 8,250

92,678 92,678

42,075 42,075

244,149 41,044 285,193235,028 7,8211,300

1,759 4,124 5,883959800

2,655,263 13,187,651775,493 10,532,3881,036,934 8,719,961

21,204,07315,291,424 5,912,6492,296,755 11,239,277 1,755,392

4,732,926 △ 5,373,278 △ 640,352△ 1,540,722 5,025,783 1,247,865

I 経常収益
1・ 受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5,受託事業費収益

6.その他収益

経常収益計

肛 経常費用

(1)人件費

給料手当

法定福利費

福利厚生費

人件費計

(2)その他経費

事業費

業務委託費

旅費交通費

出張費

通信運搬費

荷造運賃発送費

印刷製本費

消耗品費

什器備品費

修繕費

活動費

会議費

保険料

水道光熱費

地代家賃

慶弔費

租税公課

交際費

支払手数料

雑費

その他経費計

経常費用計

当期経常増減額

3.使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は15,144,112円 ですが、そのうち92,948円 は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は15,051,164円 です。



´
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内容 当正コロ 期末残高 使途目的

JI襲草の根技術協力事業

地球環境基金
(環境再生保全機構)

千代田区社会福祉協議会

NPO/Nmサ ポー トファンド
(Panasonic)

K【IIA子 ども基金

0

0

0

0

54,914

8,243,290

2,300,000

30,000

222,600

813,020

8,243,200

2,300,000

30,000

222,6010

774,986

0

0

0

0

92,948

ケニアの衛生環境改善事業

ラオス植林による環境保全事業

会報による広報活動

組織強化に向けた組織強化

被災地の子ども支援事業

合計 54.914 11,608,910 11,570,876 92,948

4.固定資産の増減内訳

5。 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

6。 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

0事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当については従事割合に基づき按分しております。

。その他の事業に係る資産の状況

該当事項はありません。

期末取得価額取得 減少 減価償却累計額 囲題五亜匿科 目

ハ
Ｕ 76.44076.440

76.440
~~~石

画面

「

~~~~~b
合計

無形固定資産

電話加入権

囲翌藍�□

76.440

内役員及び
近親者との取

弓I

科 目
計算書類に計
上された金額

459,000

6,203,204

36,000

166,000

6,662,204 202,000

(活動計算書)

受取会費

受取寄付金

活動計算書計



書式第 17号 (法第 28条関係)

2021年度

2022年 3月

財 産 目録

31日 現在

特定非営利活動法人日本ハビタット協会
(単位 :円 )

科
口
日 金 額

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

手元現金

普通預金

みずほ銀行麹町支店普通預金 (新 )

みずほ銀行麹町支店普通預金 (B)

みずほ銀行定期預金

三菱UFJ銀行麹町支店普通預金

三井住友銀行麹町支店普通預金

あおぞら銀行本店普通預金

ゆうちょ銀行 普通預金

ゆうちょ銀行 福岡支部

郵便振替

郵便振替口座 (A)

郵便振替口座 (B)

郵便振替口座 (C)

郵便振替口座 (D)

郵便振替口座 (D

郵便振替口座 (D

棚卸資産

桑の葉パウダー茶

桑の葉チョコレー ト

マラソンTシ ャツ

貯蔵品

切手・ハガキ

金券類

その他流動資産

未収金

仮払金

保証金

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

無形固定資産

電話加入権

無形固定資産計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金

預り金

仮受金

流 動 負 債 合 計

負 債 合 計

正 味 財 産

136,063

2,971,474

246,752

4,000,000

314,857

77,776

1,154,557

281,084

14,313

1,606,682

0

0

349,377

0

436,562

20,790

499,790

120,292

28,892

0

4,777,786

657,000

240,000

17,934,047

010 487

375

76,440

76,440

76,440

907,813

100,162

1,858,400

2,866,375

15。 144.112



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

2021年度年間役員名簿 J世驚糖虐ぢ記扁蹴[:ξぶ:轟鰐稲出麗爾
所並

盤超腿塾歴堕|五生_』墜生豊霊量壼全

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受 けた期間
(該当者のみに記入)

氏   名

1

/´
~｀

ヽ

理ヽ多 監ゝ事
アソウ  ワタル

202tE,4ErE

2022年3月 31日

な し

麻生 渡

2 ① 監事
ナカムラ  トオル

中村 徹

3 ① 監事
ツノタ

゛
 マリ

角田 マ リ

4 〇 監事
タキサ

゛
フ  ススム

滝澤 進

5
/´ヽ

く理フ・監事
t"t I' Lp:

山本 博子

´
０ 〔亘聾)・ 監事

アサミ  マコト

浅見 員

ワ
‘

′
´~~｀

ヽ

く壁多力監事
オオニシ  タカシ

大西 隆

只

） ① 監事
クホ

゛
タ  イサオ

久保田 勇夫

9 ① 監事
クヤマスミヒロ

久山 純弘

10 ① 監事
サトウ  ショウシ

゛

佐藤 昭二



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬 を受けた期間
(該当者のみに記入)氏   名

11
/´ ｀

ヽ

く壁多力監事
タケモト  ナオカス

゛

202“事4月 1日

2022年3月 31日 な し

竹本 直一

12 ①
・監事

ツカ
゛
ミ  ケンシ

゛

津上 賢治

13 ①
・監事

ハシモト  クミコ

橋本 久美子

14 GttE〉 監事
ハ
゛
ン ノホ

゛
ル

伴 襄

15 〇
・監事

ヒロノ  リョウキチ

廣野 良吉

16 (雪)。
監事

マクリ  ミユキ

マクリ 美幸

17 理事
③

ツノタ
゛
  マサヒコ

角田 雅彦

18 (璽)。 監事
ムタ  シンイチロウ

牟田 慎一郎

19
′

´~｀
ヽ

ヽ里撃 監事

モリヤ  ノリエ

守谷 庸枝

20 ①
。監事

フルカワ ヒロノフ
゛

古川 弘信

21 c里)監事
イキ  ツネアキ 2021年4月 1日

～2021年 16月 11日
な し

伊木 常昭



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立 中事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人_日杢塾三二塑上墨全___

氏   名

滝澤 進

2 寺崎 恵子

3 篠原 大作

4 山本 博子

5 今井 ―彦

6 末次 憲二

7 山本 隆―

ロ 藤田 毅

9 冨成 倫子

10
中村 徹


